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規 則

栃 木 県 規 則 第 五 十 五 号

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 八 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 の 表 第 三 十 八 号 の 二 中 「 第 三 十 一 条 の 三 」 を 「 第 三 十 一 条 の 五 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 八 号 の 三

中 「 第 三 十 一 条 の 四 」 を 「 第 三 十 一 条 の 五 の 三 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 八 号 の 四 中 「 第 三 十 一 条 の 五 」 を 「 第 三

十 一 条 の 五 の 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 九 号 中 「 第 三 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 三 条 の 二 十 五 第 一 項 」 に

改 め 、 同 表 第 三 十 九 号 の 二 中 「 第 五 十 条 第 三 項 」 を 「 第 五 十 四 条 の 九 第 五 項 」 に 改 め 、 同 表 第 四 十 五 号 中 「 第

三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 の 二 第 一 項 」 に 、 「 医 療 法 人 合 併 認 可 申 請 書 」 を 「 医 療 法 人 吸 収 合 併 認 可 申

請 書 」 に 改 め 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

四 十 五 の 二 規 則 第 三 十 五 条 の 五 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 二 第

第 四 十 五 号 の 二 様 式 二 部

一 項 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 合 併 認 可 申 請 書

四 十 五 の 三 規 則 第 三 十 五 条 の 八 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 吸 収 分 割 認 可 申 請

第 四 十 五 号 の 三 様 式 二 部

書
四 十 五 の 四 規 則 第 三 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 八

第 四 十 五 号 の 四 様 式 二 部

の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 分 割 認 可 申 請 書

第 二 条 第 一 項 の 表 第 四 十 七 号 中 「 第 四 十 六 条 の 四 第 五 項 」 を 「 第 四 十 六 条 の 五 の 三 第 二 項 （ 法 第 四 十 六 条 の

六 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 、 「 医 療 法 人 仮 理 事 選 任 申 請 書 」 を 「 医 療 法 人 一 時 役 員

（ 理 事 長 ） 選 任 申 請 書 」 に 改 め 、 同 表 第 四 十 七 号 の 二 を 削 る 。

第 四 十 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

栃 木 県 規 則 第 五 十 五 号

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 八 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 医 療 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 の 表 第 三 十 八 号 の 二 中 「 第 三 十 一 条 の 三 」 を 「 第 三 十 一 条 の 五 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 八 号 の 三

中 「 第 三 十 一 条 の 四 」 を 「 第 三 十 一 条 の 五 の 三 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 八 号 の 四 中 「 第 三 十 一 条 の 五 」 を 「 第 三

十 一 条 の 五 の 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 九 号 中 「 第 三 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 三 条 の 二 十 五 第 一 項 」 に

改 め 、 同 表 第 三 十 九 号 の 二 中 「 第 五 十 条 第 三 項 」 を 「 第 五 十 四 条 の 九 第 五 項 」 に 改 め 、 同 表 第 四 十 五 号 中 「 第

三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 の 二 第 一 項 」 に 、 「 医 療 法 人 合 併 認 可 申 請 書 」 を 「 医 療 法 人 吸 収 合 併 認 可 申

請 書 」 に 改 め 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

四 十 五 の 二 規 則 第 三 十 五 条 の 五 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 二 第

第 四 十 五 号 の 二 様 式 二 部

一 項 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 合 併 認 可 申 請 書

四 十 五 の 三 規 則 第 三 十 五 条 の 八 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 吸 収 分 割 認 可 申 請

第 四 十 五 号 の 三 様 式 二 部

書
四 十 五 の 四 規 則 第 三 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 八

第 四 十 五 号 の 四 様 式 二 部

の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 分 割 認 可 申 請 書

第 二 条 第 一 項 の 表 第 四 十 七 号 中 「 第 四 十 六 条 の 四 第 五 項 」 を 「 第 四 十 六 条 の 五 の 三 第 二 項 （ 法 第 四 十 六 条 の

六 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 、 「 医 療 法 人 仮 理 事 選 任 申 請 書 」 を 「 医 療 法 人 一 時 役 員

（ 理 事 長 ） 選 任 申 請 書 」 に 改 め 、 同 表 第 四 十 七 号 の 二 を 削 る 。

第 四 十 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

四 十 五 の 二　 規 則 第 三 十 五 条 の 五 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 合 併 認 可 申 請 書

第 四 十 五 号 の 二 様 式 二 部

四 十 五 の 三　 規 則 第 三 十 五 条 の 八 の 規 定 に よ る 医 療 法 人 吸 収 分 割 認 可 申 請

書

第 四 十 五 号 の 三 様 式 二 部

四 十 五 の 四　 規 則 第 三 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 規 則 第 三 十 五 条 の 八

の 規 定 に よ る 医 療 法 人 新 設 分 割 認 可 申 請 書

第 四 十 五 号 の 四 様 式 二 部



（2） 栃 木 県 公 報 号外第59号平成28年８月26日　金曜日

第45号様式（第２条関係）

年 月 日

栃木県知事 様

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

医療法人吸収合併認可申請書

次のとおり医療法人の吸収合併の認可を受けたいので申請します。

１ 吸収合併存続医療法
名 称

人の名称、主たる事務

所の所在地及び財団社 主たる事務所の所在地

団の別
財 団 社 団 の 別

２ 吸収合併消滅医療法 名 称

人の名称、主たる事務

所の所在地及び財団社
主たる事務所の所在地

団の別
財 団 社 団 の 別

３ 吸収合併存続医療法

人が開設する病院又は

診療所の名称及び所在

地



（3）栃 木 県 公 報平成28年８月26日　金曜日 号外第59号

第 四 十 五 号 様 式 の 次 に 次 の 三 様 式 を 加 え る 。

第45号の２様式（第２条関係）

年 月 日

栃木県知事 様

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

医療法人新設合併認可申請書

次のとおり医療法人の新設合併の認可を受けたいので申請します。

名 称

主たる事務所の所在地

１ 新設合併消滅医療法

人の名称、主たる事務
財 団 社 団 の 別

所の所在地及び財団社

団の別 名 称

主たる事務所の所在地

財 団 社 団 の 別

２ 新設合併設立医療法 名 称

人の名称、主たる事務

所の所在地及び財団社
主たる事務所の所在地

団の別
財 団 社 団 の 別

３ 新設合併設立医療法

人が開設する病院又は

診療所の名称及び所在

地



（4） 栃 木 県 公 報 号外第59号平成28年８月26日　金曜日

第45号の３様式（第２条関係）

年 月 日

栃木県知事 様

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

医療法人吸収分割認可申請書

次のとおり医療法人の吸収分割の認可を受けたいので申請します。

１ 吸収分割承継医療法
名 称

人の名称、主たる事務

所の所在地及び財団社 主たる事務所の所在地

団の別
財 団 社 団 の 別

２ 吸収分割医療法人の 名 称

名称、主たる事務所の

所在地及び財団社団の
主たる事務所の所在地

別
財 団 社 団 の 別

３ 吸収分割承継医療法

人が開設する病院又は

診療所の名称及び所在

地



（5）栃 木 県 公 報平成28年８月26日　金曜日 号外第59号

第45号の４様式（第２条関係）

年 月 日

栃木県知事 様

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

主たる事務所の所在地

申請者 法人の名称

理事長 ㊞

医療法人新設分割認可申請書

次のとおり医療法人の新設分割の認可を受けたいので申請します。

１ 新設分割医療法人の
名 称

名称、主たる事務所の

所在地及び財団社団の 主たる事務所の所在地

別
財 団 社 団 の 別

２ 新設分割設立医療法 名 称

人の名称、主たる事務

所の所在地及び財団社
主たる事務所の所在地

団の別
財 団 社 団 の 別

３ 新設分割設立医療法

人が開設する病院又は

診療所の名称及び所在

地



（6） 栃 木 県 公 報 号外第59号平成28年８月26日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

第 四 十 七 号 様 式 中 「医療法人仮理事選任申請書」 を 「医療法人一時役員（理事長）選任申請書」 に 、 「仮理

事の」 を 「一時役員（理事長）の職務を行うべき者の」 に 、 「仮理事に選任されるべき者」 を 「一時役員（理

事長）の職務を行うべき者」 に 、 「仮理事に選任する」 を 「一時役員（理事長）の職務を行うべき者に選任す

る」 に 改 め る 。

第 四 十 七 号 の 二 様 式 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 医 療 政 策 課 ）


